
5を記入

※様式が変わりましたのく ご注意ください。

所得がない方の

言己   載   炉!

5 1 ～ 4

分
離
課
税
に
係
る
所
得
等
の
あ
る
方
は
、
「市
民
税

・
県
民
税
申
合
書

（

2

つくば市長様

月

年

日

出提

1 収入がなかつた方、非課税所得のみだつた方

3 か ら し3 かれる

⑮ 雑 損 控 除
添付証 Bチ〕善を 円

損害年月日 損害を受けた資産の種類

保lメ食金等構てん額 円 災害関連支巳額 円

写癸橿謹遂諷店詞細≦ヱ槃合「〒
等の守キA額● 円 円 円 回セルフメディケーション税制を適用する

*セルフメディケーンョン税制の8月 +18善 を添付

※

」
を
あ
わ
せ

く

い
。
こ

※傷霰算今唐瀞 円

※信昂毎盗S壽額 円

※屋答胃
始

※ 取得区分

※所得税課標 000円

条文 等

4給与・公的年金等に

係る所得以外 (令和
5年 4月 1日 におい

て65歳未満の方は給

与所得以外)の 市民

税・県民税の納税方法

□給与から差3き (特別徴収)

□自分で納付(普通徴収)

「個人番号」欄には、個人番号 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5頂に規定する個人番号をいう。)を記載してください。

6

'二

三:ξ

この枠内を漏れがないように
すべて記入してください。

個人番号 ※冤

○○市 △△ □番地

働
ば

業

業

又
職

029-883-1111

学生現住所

1月 1日

現在の住Pl
つくば市研究学国―丁目1番地 1

話
号

電
番

電話番号は現在連絡が
とれる番号を記載して
ください。

フリガナ ツクバ  タロウ 生 年 月 日 世帯主の氏名 lッ
ーし↑八」

フ 同 7ヽ ン ト フ 力ハイ トワ □ 夕 ト
氏 名 筑波 太郎

明。大。日B・⑦・令

年  月  日 筑波 太郎 交 フ
ホ

ン

□その他 (
を受けていたを受給していた

該当する項目にチェックをつけてください。

事業
②

て い

援助を受けていた 生活 していた

で

ア 営業等

イ農 業

ウ 不 動 産 ③

工 利  子 ④

オ  配   当 ⑤

力 給  与 ⑥ ※記入不要 (ヂ
置鍵悪塁鮎呼写ギ謝

キ 公的年金等 ② ※ 記 入 不 要

ワ 業 務 ③雑

ケ その他 ⑨

コ 短 期総合
譲渡 サ 長 期

ン 時

⑪

市記入欄

①
営所

②
震所

③
不所

④
本IJP,I

⑤
0ど,,'

⑥
総 P片

写釜崩

③ 業務

その他

⑩ 聴計

④

総0譲渡  ―踊

⑫
a計

○
社保

⑭
」(規模

⑮
笙保

⑮
lう震

⑫
ぁ

雰婦  0と り観

∪ ～

∩
勤  澤

⑪
望

②
営岳特

②
荻養

②
基 硬

⑮
じ‐ひの。■

⑮
離 猿

⑫
医環 賣

⑬
合計e+υ■9)

( ) ) 円(

( )

○社会保険料控除
*証明書を添付 ( )

⊂)小規模企業共済等料金控除
辛計明書 を添付

( ) ( )

新生命保険料 (支払額 ) 日生命保険料 (支払額 )

新個人年金保険料 (支払額 ) 旧個人年金保険料 (支払額 )⑮生命保険料控除
*証明善を添付

介護医療保険料 (支払額 )

⑮地震保険料控除
半証明善を添付

地震保険料 (支払額 ) 旧長期損害保険料 (支払額 )

⑫ □寡婦控除

□死別 □生死不明

□離婚 □未帰還

⑬ □ひとり親控除

○ □勤労学生控除
*学生証の写しを添付

(学 校名 )

級

⑩ □障害者控除

□身体 □療育
□精神 □認定書

氏 名

扶養親族がいる場合は、こちらに記入してください。

区 分
□同居 □別居

□同居 □別居

□精神 □認定書

□同一生計配偶者

(控除対象配偶者除く)

氏 名

個人番号

個人番号 障害の程度 組 控除額 万 円

氏 名
生年
月日

J月 太 88

平 令

続

柄
同居 号J居

の 区 分
□同居 □別居

個人番号 障害の程度 控除額 万 円

氏 名
年

日

生

月

」月 大 路

平 令

続

柄
同居 号」居

の 区 分
□同居 □別居

個人番号 障害の程度
=書   組 控除額 万 円

氏 名
年

日

生
月

」月 太 U3

平 令

続

柄
同居 居」居

の 区 分
□同居 □別居

力 円個人番号 障害の程度 書   級 控除額

氏 名
生 年

月 日

」月 太 U3

平 令

続

柄
同居 号」居

の 区 分
□同居 □別居

個人番号 控除額 万円

⑪～②
配 偶 者 控 除
配偶者特別控除
同一生計配偶者

除

族

控

親

養

養

②

扶

扶


